
 

 

令和４年８月２５日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年第４回 

宮代町議会定例会議案書 



議案番号 件        名 頁 

   

議案第３９号 令和３年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について １ 

議案第４０号 令和３年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

２ 

議案第４１号 令和３年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

３ 

議案第４２号 令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

４ 

議案第４３号 令和３年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて 

５ 

議案第４４号 令和３年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について 

６ 

議案第４５号 宮代町税条例等の一部を改正する条例について 

 

７ 

議案第４６号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例の一部を改正する条例について 

１２ 

議案第４７号 宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例について 

１６ 

議案第４８号 埼玉東部消防組合の規約変更について １８ 

議案第４９号 指定管理者の指定について ２０ 

議案第５０号 工事請負契約の締結について ２１ 

議案第５１号 町の区域を新たに画することについて ２２ 

議案第５２号 町道路線の廃止について ２６ 

議案第５３号 町道路線の認定について ２７ 

議案第５４号 令和４年度宮代町一般会計補正予算（第５号）について 

 

２８ 

議案第５５号 令和４年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

２９ 

議案第５６号 令和４年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）につい

て 

３０ 

議案第５７号 令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

３１ 

    



議案番号 件        名 頁 

   

議案第５８号 令和４年度宮代町水道事業会計補正予算（第２号）について ３２ 

議案第５９号 令和４年度宮代町下水道事業会計補正予算（第１号）について ３３ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 １ 

 

議案第３９号 

 

   令和３年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和３年度宮代町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に付

する。 

 

  令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 令和３年度宮代町一般会計歳入歳出決算を歳入合計１２７億６，６０２万９，４５０円、

歳出合計１１５億６，２３４万１，８４０円とすることについて、地方自治法第２３３条

第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ２ 

 

議案第４０号 

 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計３７億３，３３９万

１，３１７円、歳出合計３６億５，３１７万４，８４９円とすることについて、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ３ 

 

議案第４１号 

 

令和３年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和３年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて

認定に付する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 令和３年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計３２億９６７万

４，９６０円、歳出合計３０億５，０９０万８，４８３円とすることについて、地

方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ４ 

 

議案第４２号 

 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

付けて認定に付する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を歳入合計５億 

４，４１６万６，１５８円、歳出合計５億４，０５６万６，７４７円とすることに

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ５ 

 

議案第４３号 

 

   令和３年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

 令和３年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算を別紙監査委員の意見を付け

て認定に付する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

令和３年度宮代町水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金２億

３，７７２万５，０７３円のうち、１億２，７６１万１，７１６円を資本金に、

１億１，０１１万３，３５７円を建設改良積立金に積み立てるとともに、令和３

年度宮代町水道事業会計決算を収益的収入７億８，４５８万５，７８６円（税抜

き）、収益的支出６億７，４４７万２，４２９円（税抜き）、資本的収入３億

４，８１３万９０６円（税込み）、資本的支出５億９，８６２万８，１４８円（税

込み）とすることについて、地方公営企業法第３２条第２項及び第３０条第４項の

規定により、この案を提出するものである。 

 



 ６ 

 

議案第４４号 

 

   令和３年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

 令和３年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算を別紙監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

令和３年度宮代町下水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金１億

２０８万９９５円のうち、３，９７７万２，７０８円を資本金に、６，２３０万

８，２８７円を減債積立金に積み立てるとともに、令和３年度宮代町下水道事業

会計決算を収益的収入１１億６，９８１万４，１１１円（税抜き）、収益的支出

１１億７５０万５，８２４円（税抜き）、資本的収入３億８，１６８万２，８００円

（税込み）、資本的支出５億３，７３６万１２０円（税込み）とすることについ

て、地方公営企業法第３２条第２項及び第３０条第４項の規定により、この案を提

出するものである。 

 



 ７ 

 

議案第４５号 

 

宮代町税条例等の一部を改正する条例について 

 

宮代町税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、宮代町税条例等の一

部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提

出するものである。 



 ８ 

 

宮代町税条例等の一部を改正する条例 

（宮代町税条例の一部改正） 

第１条 宮代町税条例（昭和３１年宮代町条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

第１８条の４第１項中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証

明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。 

第３３条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申

告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項

の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しな

い。 

第３３条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申

告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

金額については、適用しない。 

第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申

告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人の県

民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税」

に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定す

る源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９００

万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定す

る自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下であるもの

に限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、同条第２項中「第２条

第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改める。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の

１号を加える。 

（２）所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色

事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同

条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１３

３万円以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改

め、同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者（合計

所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者

（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において



 ９ 

 

同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５万円以下であるも

のに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」を、「控除対象扶養親族」

の次に「であって退職手当等に係る所得を有しない者」を加え、同項中第３号を

第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

（２）特定配偶者の氏名 

第５３条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改め

る。 

第７３条の２中「閲覧の手数料」を「閲覧（法第３８２条の４に規定する固定

資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。）の手数料」

に改める。 

第７３条の３中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書に

住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和

３年」を「令和７年」に改める。 

附則第１６条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株

式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に

係る配当所得に係る部分は、町民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税に

ついて特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用

を受けた場合に限り適用する。 

附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３

７条の８」に改める。 

附則第２０条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る

第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよう

とする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２０条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る

第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けよう

とする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２０条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分

の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの

項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむ

を得ない理由があると町長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第２６条を削る。 

（宮代町税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 宮代町税条例の一部を改正する条例（令和３年宮代町条例第１６号）の一

部を次のように改正する。 



 １０ 

 

第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１

６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、「有

しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条中「の規定中個人の町民税に関する部分」を「第２４条第２項及び

第３６条の３の３第１項並びに附則第５条第１項の規定」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）第１条中宮代町税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の９第１項及び

第２項、第３６条の２第１項ただし書及び第２項並びに第５３条の７の改正規

定並びに同条例附則第１６条の３第２項、第２０条の２第４項並びに第２０条

の３第４項及び第６項の改正規定並びに第２条中宮代町税条例の一部を改正す

る条例附則第２条の改正規定並びに附則第３条第３項の規定 令和６年１月１

日 

（２）第１条中宮代町税条例第１８条の４第１項、第７３条の２及び第７３条の３

の改正規定並びに次条並びに附則第４条の規定 令和６年４月１日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の宮代町税条例第１８条の４第１項

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）

の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定

による証明書の交付について適用する。 

（町民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の宮代町税条例（以下「新条例」という。）第

３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条本文に掲げる規定の施行の日（以下

この項及び次項において「本文施行日」という。）以後に支払を受けるべき第３

６条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定

する申告書について適用し、本文施行日前に支払を受けるべき第１条の規定によ

る改正前の宮代町税条例（次項において「旧条例」という。）第３６条の３の２

第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書に

ついては、なお従前による。 

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、本文施行日以後に支払を受けるべき

所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金

等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項に規

定する申告書について適用し、本文施行日前に支払を受けるべき公的年金等につ

いて提出した旧条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書については、なお

従前の例による。 



 １１ 

 

３ 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の宮代町税条例の規定中個人の町

民税に関する部分は、令和６年度以後の個人の町民税について適用し、令和５年

度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の宮代町税条例第７３条の２

の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる地方税法第３８２条の２の

規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたも

のを含む。）の閲覧について適用する。 

２ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の宮代町税条例第７３条の３の規

定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第３８２条の３の規定によ

る証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付につい

て適用する。 

 

 



 １２ 

 

議案第４６号 

 

職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

 令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正等に伴い、町職員の育児休業制度及

び特別休暇制度の改正を行うため、職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第

１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 



 １３ 

 

職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休日及び休暇に関する

条例の一部を改正する条例 

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年宮代町条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

第２条第４号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であっ

て、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア（ア）中「という。）（」の

次に「当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようと

する場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、」を加え、「、２歳」

を「当該子が２歳」に改める。 

第２条第４号イを次のように改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

（ア）その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当

該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当し

てする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である

場合にあっては、当該末日とされた日。以下この（ア）において同じ。）

において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる

場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとするもの 

（イ）その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場

合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特

定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更

新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とす

る育児休業をしようとするもの 

第２条第４号ウを削る。 

第２条の３第３号中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該

子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非

常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してす

る地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地

方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の

翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその

任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であっ

て、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用される

ものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、」を「養育する

非常勤職員が、」に、「該当するとき 当該子が１歳６箇月に達する日」を「該

当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている



 １４ 

 

場合であって第３条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合

に該当する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合

に該当する場合） 当該子の１歳６箇月到達日」に改め、同号イを同号ウとし、

同号ア中「非常勤職員がする」を「非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してす

る」に、「配偶者がする」を「配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場

合に該当してする」に改め、同号アを同号イとし、同号にアとして次のように加

える。 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる

場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当

該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等

育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされ

た日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようと

する場合 

第２条の３第３号に次のように加える。 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職

員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の

期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場

合 

第２条の４中「養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日

（当該子の１歳６箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期

の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、

当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるもの

にあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号」を「養育

する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合」に、「該当するとき」を「該当する

場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって

次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当

する場合、町長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該

当する場合）」に改め、同条中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、第１

号として次の１号を加える。 

（１）当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該非常勤職員の配

偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育

児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日



 １５ 

 

の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場

合 

第２条の４に次の１号を加える。 

（４）当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日後の期間に

おいてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

第２条の５を削る。 

第３条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第７号中「第２条の４」を

「前条」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を

定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」に、

「育児休業に係る子について、当該任期が」を「任期を」に、「満了後に特定職

に引き続き」を「満了後引き続いて特定職に」に、「任期の末日の翌日又は当該

引き続き採用される日」を「育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末

日の翌日又は当該採用の日」に改め、同号を同条第７号とする。 

第３条の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、５７日間と

する。 

第１０条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

（職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正） 

第２条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年宮代町条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

第１４条第２項第１５号中「後８週間」を「以後１年」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に職員の育児休業等に関する条例第１０条第６号の規定

により育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例の第１条の規定による

改正前の職員の育児休業等に関する条例第３条（第５号に係る部分に限る。）及

び第１０条（第６号に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の

例による。 

 

 



 １６ 

 

議案第４７号 

 

宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、宮代町議会議

員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正

したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するも

のである。 

 



 １７ 

 

宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例 

 宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動費用の公費負担に関する条

例（令和２年宮代町条例第３１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に、同号イ中「７，

５６０円」を「７，７００円」に改める。 

 第９条及び第１０条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

 第１３条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の宮代町議会議員及び宮代町長の選挙における選挙運動

費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告

示される選挙について適用し、この条例の施行の前日までにその期日を告示され

た選挙については、なお従前の例による。 

 



 １８ 

 

議案第４８号 

 

埼玉東部消防組合の規約変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、埼玉東

部消防組合規約を次のとおり変更することについて議決を求める。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 埼玉東部消防組合の経費の支弁の方法を変更することに伴い、埼玉東部消防組合

規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第２９０条の規定により、

この案を提出するものである。 

 



 １９ 

 

埼玉東部消防組合規約の一部を変更する規約 

 埼玉東部消防組合規約（平成２４年指令地政第２０１号）の一部を次のように変

更する。 

 別表を次のように改める。 

別表（第１４条関係） 

経費の区分 経費の内容 負担割合 

共通経費 単独経費以外の組合の運営

に係る経費 

当該会計年度の直近前３年

平均の普通地方交付税に係

る消防費基準財政需要額の

割合とする。 

単独経費 土地取得 庁舎等消防施設整備のため

の土地取得に必要な経費 

所在市町の負担により当該

市町が事業執行する。 

庁舎建設 庁舎等消防施設の建設に必

要な経費（消防局機能施設を

除く。） 

所在市町の負担により組合

が事業執行する。 

庁舎大規 

模改修 

庁舎等消防施設の大規模改

修に必要な経費（消防局機能

施設を除く。） 

所在市町の負担により組合

が事業執行する。 

防火水槽 防火水槽の改修及び維持管

理等に必要な経費 

当該防火水槽が所在する市

町の負担により組合が事業

施行する。 

防火クラ 

ブ等 

防火クラブ等の運営に必要

な経費 

当該防火クラブ等が所在す

る市町の負担により組合が

事業執行する。 

その他必 

要な事業 

等 

その他市町の事情により実

施する事業に必要な経費 

当該市町の負担により組合

が事業執行する。 

   附 則 

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 ２０ 

 

議案第４９号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地 

名 称 施 設 の 所 在 地 

宮代町総合運動公園 宮代町大字和戸１８３４番地 

 

２ 指定管理者に指定する団体の名称及び所在地 

 団 体 の 名 称  ミズノグループ 

代表企業 美津濃株式会社 

         構成企業 ミズノスポーツサービス株式会社 

 団体の所在地  大阪府大阪市中央区北浜４丁目１番２３号 

 

３ 指定の期間 

 令和５年４月１日から令和１５年３月３１日まで 

 

  令和４年８月２５日提出  

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 宮代町総合運動公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ２１ 

 

議案第５０号 

 

   工事請負契約の締結について 

 

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  ふじ第２児童クラブ整備事業（設計・施工一括発注） 

２ 施 工 箇 所  宮代町字百間１１２２番１他（宮代町保健センター駐車場） 

３ 履 行 期 限  令和５年３月１０日 

４ 請 負 金 額  １億５，７５７万５，０００円 

５ 請 負 業 者  埼玉県さいたま市南区文蔵一丁目１９番１７号 

           大和リース株式会社 さいたま支店 

支店長 古 賀  章 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

      提 案 理 由 

 ふじ第２児童クラブ整備事業（設計・施工一括発注）の請負契約を締結したいの

で、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、この案を提出するものである。 

 



 ２２ 

 

議案第５１号 

 

町の区域を新たに画することについて 

 

別紙変更調書のとおり本町内の町の区域を新たに画することについて議決を求め

る。 

 

令和４年８月２５提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 宮代和戸横町地区土地区画整理事業施行者による区画整理事業の進捗に伴い、当

該事業施行区域内の土地の区画形質の変更及び公共施設の新設等により新しい街区

が形成されたことから、町の区域を新たに画したいので、地方自治法第２６０条

第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２３ 

 

変 更 調 書 

 

和戸横町一丁目を画する区域 

大字国納字横町７０７の３、７０８の４、７０９から７１１まで、７１３の１、

７１３の２、７１４から７２１まで、７２７の３、大字国納字八河内８７４の３、

８７５の２、８７６の２、８７６の３、８７７の４、８７７の５、８７８の２、８

７９の２、８８０の４、８８０の５、大字和戸字沖野山９７０の３、１００１の３、

１００２の２、１００５の３、１００６の１、１００６の４、１００７、１００８、

１１１３の３、１１１４の２、１１１７の２、大字和戸字沖ノ後１４６９の３、１

４７２の３、１４７３の２、１４７４の２、１４７５の５、大字和戸字横町１５７

５の１、１５７６の１、１５７７から１５７９まで、１５８０の１、１５８１の１、

１５８２の１、１５８３の１から１５８３の４まで、１５８４、１５８５、１５８

６の１、１５８６の２、１５８７から１５９５まで、１５９６の１から１５９６の

３まで、１５９７の１、１５９７の２、１５９８の１、１５９８の２、１５９９か

ら１６０３まで、１６０４、１６０４の４、１６０５、１６０５の２、１６０５の

３、１６０６から１６１１まで、１６１２の１から１６１２の３まで、１６１３の

１、１６１３の２、１６１４から１６１７まで、１６１８の１、１６１８の２、１

６１９の１、１６１９の２、１６２０から１６２２まで、１６２３の１、１６２３

の２、１６２４の１、１６２４の２、１６２５の１、１６２５の２、１６２６から

１６２９まで、１６３０の１、１６３０の２、１６３１、１６３１の２、１６３２

の１、１６３２の２、１６３３の１、１６３３の２、１６３４、１６３５、１６３

６の１、１６３６の２、１６３７から１６４１まで、１６４２の１、１６４２の２、

１６４３の１、１６４３の２、１６４４、１６４５、１６４６の１、１６４６の２、

１６４７の１から１６４７の３まで、１６４８、１６４９、１６５０の１、１６５

０の２、１６５１から１６５３まで、１６５４の１、１６５４の２、１６５５の１、

１６５５の２、１６５６、１６５７の１、１６５７の２、１６５８の１から１６５

８の３まで、１６５９、１６６０の１、１６６０の２、１６６１、１６６２の１か



 ２４ 

 

ら１６６２の３まで、１６６３の１、１６６３の２、１６６４の１、１６６４の２、

１６６５の１、１６６６の１、１６６７の１、１６６７の２、１６６８の３、大字

和戸字備中岐１７１３の２、１７１４の２、１７１８の３、１７１９の２、１７２

４の２、１７２６の２、１７２７の２、１７２９の２、１７３０の３、１７３０の

４、１７３１の２、１７３２の２、１７３２の３及びこれらの区域に隣接介在する

道路、水路である国有地の全部並びに大字国納字横町７２５の１、７２６、大字国

納字八河内８７３の４、８７４の２、大字和戸字沖ノ後１４６６の２、１４６７の

３、１４６８の３、大字和戸字横町１６０３の地先、１６０４の地先、１６１１の

地先、１６１２の２の地先、大字和戸字備中岐１７３２の２の地先に隣接する道路、

水路である国有地の全部 

 

和戸横町二丁目を画する区域 

大字国納字横町６７２の２、６７３の２、６７４の２、６８９から６９３まで、

６９４の１、６９４の２、６９５、６９６の１から６９６の４まで、６９７の１か

ら６９７の５まで、６９８の１から６９８の３まで、６９９から７０６まで、７２

８の１、７２９の３、７３０の１、７３０の２、７３１の１、７３２の１、７３２

の３、７３３、７３４の１、７３５の１、７３６から７３８まで、７３９の１、７

４０の１、７４１から７４６まで、７４７の１、７４７の２、７４８の１、７４８

の３、７４９の１、７４９の２、７５０の１、７５１から７５３まで、７５４の１

から７５４の３まで、７５５の１から７５５の５まで、７５６の１から７５６の３

まで、７５７の１から７５７の３まで、７５８の１から７５８の３まで、７５９か

ら７６５まで、７６６の１、大字和戸字沖ノ後１４９０の８、１４９０の１０、１

４９０の１３、１４９０の１５から１４９０の１９まで、１４９１の５、１４９１

の８、１４９１の９、１５００の２、１５０２の２、１５０２の５、１５０２の６、

１５０５の３、１５０６の３、１５１１の２、１５１２の２、１５１３の２、１５

３６の２、１５３６の３、大字和戸字横町１５３７の１から１５３７の５まで、１



 ２５ 

 

５３８の１から１５３８の７まで、１５３９、１５４０、１５４０の２、１５４１

から１５４８まで、１５４９の１から１５４９の３まで、１５５０の１、１５５０

の２、１５５１の１から１５５１の４まで、１５５２から１５６４まで、１５６５、

１５６５の２、１５６６の１、１５６６の３、１５６７の１、１５６８の１、１５

６９の１、１５７２の１、１５７３の１、１５７４の１、１６６９の１、１６６９

の２、１６７０の１、１６７０の２、１６７１、１６７１の２の一部、１６７２の

１から１６７２の４まで、１６７２の６、１６７２の８、１６７２の９、１６７３、

１６７４の１、１６７５から１６７９まで、１６８０の１、１６８１の１、１６８

１の５、１６８２、１６８３の１、１６９０の３及びこれらの区域に隣接介在する

道路、水路である国有地の全部並びに大字国納字横町６７７の一部、６８８の１の

一部、７５６の２の地先、大字和戸字横町１５３９の地先、１５４９の２の地先に

隣接する道路である国有地の全部 

 

（令和４年７月２７日調査） 

 



 ２６ 

 

議案第５２号 

 

町道路線の廃止について 

 

次のとおり町道路線を廃止することについて議決を求める。 

路 線 名 
起   点 重 要 な 

経 過 地 終   点 

第７５９号線 
宮代町百間１丁目１８５８番地先 

 
宮代町百間１丁目１８６４番１地先 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

百間１丁目地内の道路採納による路線の再編に伴い、町道路線を廃止したいので、

道路法第１０条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ２７ 

 

議案第５３号 

 

町道路線の認定について 

 

次のとおり町道路線を認定することについて議決を求める。 

路 線 名 
起   点 重 要 な 

経 過 地 終   点 

第７５９号線 
宮代町百間１丁目１８６４番６地先 

 
宮代町百間１丁目１８６９番地先 

第１６５０号線 
宮代町百間１丁目１８５８番７地先 

 
宮代町百間１丁目１９６２番１１地先 

第１６５１号線 
宮代町百間１丁目１８５８番７地先 

 
宮代町百間１丁目１８６１番１地先 

第１６５２号線 
宮代町百間１丁目１８５８番１地先 

 
宮代町百間１丁目１８６２番５地先 

第１６５３号線 
宮代町大字国納７６７番１地先 

 
宮代町大字和戸１６８８番地先 

第１６５４号線 
宮代町大字和戸１６３２番１地先 

 
宮代町大字和戸１５９７番１地先 

第１６５５号線 
宮代町大字和戸１６１２番１地先 

 
宮代町大字和戸１６０６番地先 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

百間１丁目地内の宅地造成により町に寄付される道路及び宮代和戸横町地区土地

区画整理事業により町に移管される道路を町道路線に認定したいので、道路法第８

条第２項の規定により、この案を提出するものである。



 ２８ 

 

議案第５４号 

 

令和４年度宮代町一般会計補正予算（第５号）について 

 

令和４年度宮代町一般会計補正予算（第５号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

前年度繰越金の確定、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定等に係る人件

費補正並びに前年度決算額の確定に伴う決算剰余金の積立等に伴い、令和４年度

宮代町一般会計予算に１１億７，７２０万８，０００円を追加し、総額を１２７億

９，５６１万６，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規

定により、この案を提出するものである。 

 



 ２９ 

 

議案第５５号 

 

令和４年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和４年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出

する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

人件費補正、国民健康保険事業費納付金確定のほか、前年度決算剰余金の精算に

伴い、令和４年度宮代町国民健康保険特別会計予算に７，７２４万２,０００円を追

加し、総額を３８億７，７８５万６，０００円とすることについて、地方自治法第

２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ３０ 

 

議案第５６号 

 

令和４年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）について 

 

令和４年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

人件費補正、前年度繰越金の確定及び国県負担金の精算等に伴い、令和４年度

宮代町介護保険特別会計予算に１億６，９２２万２，０００円を追加し、総額を

３３億２，４１９万２，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第

１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ３１ 

 

議案第５７号 

 

令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和４年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提

出する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 人件費補正のほか、前年度決算剰余金の精算等に伴い、令和４年度宮代町後期高

齢者医療特別会計予算に４００万６，０００円を追加し、総額を６億２，８１８万

９，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。 

 



 ３２ 

 

議案第５８号 

 

   令和４年度宮代町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

 令和４年度宮代町水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 人件費補正のほか、電算システムにかかる通信運搬費、委託料及び手数料の増に

伴い、令和４年度宮代町水道事業会計予算の第３条予算については、収益的支出を

４０８万６，０００円追加するとともに、固定資産購入費の増に伴い、第４条予算

については、資本的支出を１０１万円追加することについて、地方自治法第２１８条

第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ３３ 

 

議案第５９号 

 

   令和４年度宮代町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和４年度宮代町下水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和４年８月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

職員の人事異動、共済負担金率の確定等による人件費補正に伴い、令和４年度宮代

町下水道事業会計予算の第３条予算については、収益的収入を１９６万１，０００円

減額し、収益的支出を１９６万１，０００円減額するとともに、令和３年度決算の

確定及び建設改良費の追加に伴い、第４条予算については、資本的収入を５９１万

５，０００円減額し、資本的支出を１，４００万円追加することについて、地方自

治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 


